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Ⅰ．研究の背景と目的

１．障害者就労継続支援Ｂ型事業所における工

賃の実際

　一般雇用の難しい障害者に就労支援を行う障
害者就労継続支援Ｂ型事業所（以下「Ｂ型事業
所」とする）をめぐっては、長年にわたり工賃
の低さが課題とされてきた。2016年度の全国の
Ｂ型事業所における平均月額工賃は１万5,295
円であり、2006年度と比べてわずか3,000円ほ
どしか増加していない（厚生労働省 2018a）。
図１をみると、この10年間でＢ型事業所の数が
大幅に増えていることに加えて、平均工賃以下
の事業所がかなり多いことがわかる。厚生労働
省「社会福祉施設等調査」によれば、2016年度
のＢ型事業所の利用者は25万2,597人であり、
2006年度の入所・通所授産施設および小規模授
産施設の利用者数は11万7,539人であった（厚
生労働省 2018b）。これらのことから、工賃が

微増にとどまっているばかりか、低い工賃で就
労する障害者が増え続けていることが推察され
る。
　こうした状況に対し国では、「工賃倍増５か
年計画」（2007 ～ 2011年度、以下「工賃倍増計
画」とする）および「工賃向上計画」（2012年
度～）にもとづき、経営コンサルタントの派遣
や専門家による技術指導などを通して工賃を上
げるための取り組みが進められてきたが、いま
だ十分な工賃向上にはつながっていない。2013
年度から新たに「国等による障害者就労施設等
からの物品等の調達の推進等に関する法律」（以
下「優先調達法」とする）が施行され、公的機
関に対してＢ型事業所などから製品やサービス
を調達する努力が求められることとなったが、
今後どれほどの成果が期待できるか定かではな
い。
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業も難しい利用者も出てきており、作業よりも
生活支援が中心となっていることを明らかにし
た。そうした状況をふまえ、佐藤（2016）は、
単価が低くても利用者にできる仕事を選ばざる
を得ない点や、工賃向上を事業所の努力だけに
委ねるには限界がある点を指摘している。中尾
（2017：123-56）は全国のＢ型事業所の職員に
対する意識調査を行い、多くの事業所で最低賃
金を下回るのは仕方ないと考えられている点
や、利用者支援と工賃向上の取り組みが対立的
なものと考えられている点を明らかにしてい
る。
　工賃倍増計画による取り組みが始まって以
降、工賃がほとんど向上していない現状に対し
ては、個々のＢ型事業所の実態に目が向けられ
ておらず課題の本質が認識されていない点や、
福祉的就労の制度的な位置づけが見直されない
まま民間企業と同様の運営がＢ型事業所に求め
ら れ て い る 点 が 問 題 と さ れ て い る（ 中 尾 
2014；岡本 2016）。また、Ｂ型事業所には、利
用者支援を提供することと生産活動によって利
益を上げることが同時に求められている点や、
その２つの役割を両立させることの難しさも指
摘されている（朝日 2014；塩津 2014：2016）。
　こうしたＢ型事業所の状況に対しこれまでの
研究では、下請け作業から脱却し収益の高い分

２．福祉的就労をめぐる研究動向

　Ｂ型事業所を含む福祉的就労の工賃の低さを
いかにして改善するかについては、これまでに
さまざまな議論が展開されてきた。一般雇用を
含む労働政策と福祉的就労を含む福祉政策とが
分断されており、福祉的就労の利用者に労働関
連法規が適用されていないことを問題とする研
究 は 多 い が（ 朝 日 2011，2014, 2016： 出 繩 
2011： 伊 藤 2013：16-8； 松 井 2011； 岡 本 
2016；安井 2006）、ここでは、福祉的就労にお
いて工賃が向上しない背景に着目した研究に焦
点をあてて整理する。
　松下・谷口（2010）は兵庫県と岡山県にある
Ｂ型事業所４か所を対象にヒアリング調査を行
い、それらの事業所ではさまざまなニーズをも
つ障害者が利用しており、作業が困難な利用者
も受け入れざるを得ず、工賃向上より生活面で
の支援や社会参加に重点がおかれている状況
や、収益の低い下請け作業や自主製品の製造・
販売を行う事業所が多い実態を明らかにしてい
る。佐藤（2016）は山口県にある就労系サービ
ス事業所（就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所およ
び就労移行支援事業所）104か所を対象に質問
紙調査を行い、多くの事業所で収益の低い下請
け・内職作業や自主製品の製造・販売を行って
いることや、利用者が高齢化・重度化し単純作

図１　Ｂ型事業所の平均工賃の分布（施設数）
出典：厚生労働省（2018a）
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指摘されてきたが、工賃向上計画や優先調達法
が施行され数年が経過した現在、こうした状況
は改善されているのか、依然として工賃向上が
難しい背景にはどのような要因があるのか、現
在のＢ型事業所の実態を改めて詳しく分析する
ことで、今後求められる対策をより具体的に検
討したい。

Ⅱ．研究方法

１．調査方法

　Ａ県内のＢ型事業所５か所を対象とし、利用
者の現状や支援、事業所の運営について熟知し
ている管理者やサービス管理責任者等の職員１
～２名ずつに、半構造化面接によるインタ
ビュー調査を実施した。
　調査対象としては、Ａ県が公表している資料
をもとに、知的障害者が多く就労していると思
われる事業所を選定した。Ａ県内の標準的なＢ
型事業所を対象とするため、比較的人口が多い
地域にある事業所で、かつ平均工賃が全国の平
均から大きく外れていない事業所を選定した。
その際、全国の平均工賃より工賃が高い事業所
と低い事業所がどちらも調査対象に含まれるよ
う考慮した。なお、Ａ県は全国の中でもＢ型事
業所の平均工賃が高い地域であるが、比較的工
賃の高い地域にあり、かつ知的障害者の多いＢ
型事業所でどのような状況にあるのかを分析す
ることで、工賃の低い事業所のみに絞って調査
するよりも、工賃向上を阻んでいる要因や背景
がいっそう明確になると考えた。また、本稿で
は着手できなかったが、今後、Ａ県の地域特性
や工賃を高める独自の背景・要因についても分
析を行う必要が認められたため、Ａ県内のＢ型
事業所を対象とした。
　調査は2015年12月から2017年２月にかけ各事
業所を訪問して行い、インタビューの時間は１
か所につき40分～ 120分であった。事業所ごと
の調査時期は表１のとおりである。主な質問項
目は、障害程度など利用者の状況、作業内容、
職員による支援、作業を確保する方法、工賃向
上のための工夫、今後の課題などである。分析

野へ進出することや、賃金補填を含む公的な支
援を行うことが必要とされている（松下・谷口
2010；佐藤2016）。また、「ディーセント・ワー
ク」（働きがいのある人間らしい仕事）や「ク
オリティ・オブ・ワーキング・ライフ」（職業
生活の質）の観点から利用者支援と経済活動・
工賃向上を一体的に考え、Ｂ型事業所における
就労の質を高めていくことの必要性も指摘され
ている（中尾 2014，2017：123-56）。しかしな
がら、さまざまな支援が必要な利用者がいる中
で、これまでの作業から収益の高い作業へ転換
を図ることがどの程度可能なのかは疑問が残
る。公的な賃金補填を行おうとすれば、財源の
問題や社会的なコンセンサスの問題が立ちはだ
かり、実現までの道のりは遠いといわざるをえ
ない。また、利用者支援と工賃向上の両立が難
しい状況の中で、両面から就労の質を高めるに
はどのような対策が必要かについて、具体的な
議論には至っていない。就労支援の難しい利用
者が多いＢ型事業所も少なくないと予想される
ことから、そうしたＢ型事業所の実態に目を向
けて、工賃向上をめぐる課題や今後の方策を検
討することが必要と考えられる。

３．研究目的

　そこで本研究では、就労支援が難しいと思わ
れる知的障害者を中心としたＢ型事業所がどの
ような状況に置かれ、どのような課題に直面し
ているのかを分析し、工賃向上を妨げる背景や
要因を抽出するとともに、今後求められる支援
や仕組みについて考察することを目的とし、Ｂ
型事業所を対象としたインタビュー調査を行っ
た。知的障害者に着目したのは、就労面での支
援に加えて生活面やコミュニケーションの面な
ど多様な支援が必要な場合も多く、そうした利
用者の多い事業所では、工賃向上の面でさまざ
まな課題を抱えていると考えたためである。
　先行研究では、Ｂ型事業所の工賃が上がらな
い背景として、作業が困難な利用者も受け入れ
ていることや、収益の低い下請作業や自主製品
の製造・販売を行っている事業所が多いこと、
利用者支援と工賃向上の両立が難しいこと等が
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　Ｄ事業所とＥ事業所は同じ法人の別事業所で
ある。利用者は合計で約15人、そのうちほとん
どが重度以外の知的障害者で、１日約８時間、
週５日就労している。Ｄ事業所ではポケット
ティッシュの箱詰めや食品トレイのラベル貼
り、ダイレクトメールの封入、乾物の計量や袋
詰めといった作業を外部業者から受託してい
る。Ｅ事業所では外部業者から食品加工の作業
を受託しているほか、弁当を製造し福祉施設や
行政機関などで販売している。Ｄ事業所とＥ事
業所の調査前年の2014年度の平均工賃は月額で
約２万円であった。
　Ｆ事業所の利用者は約20人、そのほとんどが
重度以外の知的障害者であった。利用者は１日
約４時間30分、週５日就労している。Ｆ事業所
では、ポケットティッシュの袋詰めや小魚の解
体、野菜の袋詰め等の作業を外部業者から受託
している。また、さとうきびの製造・販売や健
康茶、漬物、味噌などの製造・販売も行ってい
る。調査前年の2015年度の平均工賃は月額で約
１万4,000円であった。
　Ｇ事業所の利用者は20人弱であり、全員が知
的障害者、そのうち３分の２が重度以外であっ
た。利用者は１日約５時間、週５日就労してい
る。Ｇ事業所では、菓子箱の組み立て、手袋の
検品・梱包、シール貼り、ウエス裁断等の作業
を外部業者から受託している。また、最近お茶
の製造・販売も開始したばかりとのことであっ
た。調査前年の2015年度の平均工賃は月額で
１万円をやや下回る程度であった。

では、インタビューの逐語記録をもとに、事業
所ごとに質問項目に沿って語られた内容を要約
したうえで、事業所間で比較しつつ、各事業所
で課題と感じられている点や工賃向上を阻害す
る要因や促進させる要因を抽出するとともに、
要因どうしの関連や背景について分析した。

２．倫理的配慮

　調査実施にあたっては、調査の目的や方法、
質問内容や分析方法、プライバシー保護やデー
タ管理の方法等について文書および口頭で説明
し同意を得た。インタビューの内容は許可を得
て録音し、逐語記録を作成した。データは匿名
で扱い、作業内容や平均工賃の記述も含め、事
業所が特定されないよう配慮した。なお本研究
は、高知県立大学社会福祉研究倫理審査委員会
の承認を得ている。

Ⅲ．分析結果

１．調査対象事業所の概要

　分析に先立ち、調査対象となった５つのＢ型
事業所の概要を整理しておく（表１）。
　Ｃ事業所の利用者は約25人であり、ほとんど
が知的障害者、その多くが重度以外である。利
用者は１日約４時間、週５日間就労している。
事業所では行政機関から受託した清掃作業、花
の栽培や花壇整備等の園芸作業、民間企業から
受託した衛生用品の検品や乾物の加工等の軽作
業を行っているほか、野菜を栽培し飲食店等に
も販売している。調査前年の2014年度の平均工
賃は月額で約１万5,000円であった。

表１　調査対象事業所の概要
調査時期 作業内容 平均工賃（月額）

Ｃ事業所 2015年12月 清掃・園芸・農耕・軽作業 約１万5,000円

Ｄ事業所
2016年２月

ティッシュや乾物の袋詰、
ラベル貼り等 約２万円

Ｅ事業所 弁当の製造販売・食品加工

Ｆ事業所 2017年２月
ティッシュや野菜の袋詰、
小魚解体、健康食品製造等

約１万4,000円

Ｇ事業所 2017年２月
菓子箱の組立、シール貼り、
ウエス裁断、手袋検品等

１万円弱
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よる工賃が利用者の働きに見合っていないとい
う点や【ＤＥ】、外部業者が経費を抑えるため
に障害者施設に作業を委託しているのではない
かという点についての疑問も示された【ＤＥ
Ｇ】。

３）工賃向上の限界
　そして、利用者の支援ニーズの増加・多様化
および受託作業の単価の安さが相まって、どの
事業所でも工賃を上げることに限界を感じてい
た。
　利用者はＢ型事業所で就労することを望んで
おり、それぞれ力を十分に発揮し一生懸命働い
ている【ＣＧＦ】。事業所では、利用者のそう
したニーズを満たし、かつ工賃を少しでも上げ
るために、利用者に合う仕事を作り出す、作業
しやすいように工夫する、作業の効率化を図
る、職員の人脈を頼りに仕事の確保・販路の拡
大・情報収集を行う、職員が仕上げや最終確認
を行い品質を高める、といった地道な努力を
行っている【ＣＤＥＧＦ】。
　納期前の忙しい時期には、職員も作業に入ら
なければならず、毎日のように時間に追われて
いるという事業所もみられた【ＥＧ】。
　しかしながら、これ以上に工賃を向上させる
ことは不可能に近いと考えられていた。利用者
には支援が必要であり、職員の人手も限られて
いるため、作業の量や種類を増やすことは難し
く、現在の受託作業で工賃を上げるのはこれが
限界であるとのことだ【ＣＤＥＧＦ】。今の状
況で工賃を上げるために作業を増やせば、手に
負えなくなり、職員が手伝わなければならなく
なったり、利用者を作業に合わせる形になり、
利用者のニーズに合わなくなったりしてしまう
【ＣＤＦ】。そうかといって、外部からの受託
作業をしているかぎり工賃は上がらない、数円
上げることはできても大幅に上げることは難し
い状況も示された【ＤＥＦＧ】。
　工賃を上げるために単価の高い作業をしよう
としても、そうした作業は難易度が高く、求め
られることも高くなるため、事業所の利用者に
は合わないといった指摘もあった【Ｇ】。飲食

２．Ｂ型事業所が直面する課題

　分析の結果、調査対象となった事業所におい
て工賃向上を妨げている背景や要因が見出され
た。なお、以下【　】内の記号はそれぞれの内
容に該当する事業所を示している。

１）支援ニーズの増加・多様化
　まず、就労支援における課題としてどの事業
所でもあげられたのは、利用者の支援ニーズの
増加と多様化である。
　各事業所の利用者のほとんどが知的障害者
で、そのうち多くが重度以外であったが、利用
者の状況は多様化し、支援の必要性が高い人が
増えていることが課題となっていた【ＣＦＧ】。
パニックが多い利用者も増えており、事業所で
落ち着いて過ごすだけでも十分という利用者も
いることが語られた。また、作業中に走り回っ
てしまうことがあったり、日によって気もちが
不安定になり作業ができなかったりする利用者
もいるとのことだ【ＣＤＦ】。そうした利用者
には、作業面での支援に加え、仕事をする習慣
や意欲、生活リズムや利用者どうしの相性な
ど、生活面・関係面での支援や配慮も必要であ
ることも課題とされていた【ＣＤＥＦＧ】。こ
のように利用者の障害状況がさまざまであるた
め、利用者によって作業能力に大きな差が生じ
ている状況も語られた【ＣＤＥ】。
　さらには、利用者が高齢化し、体調面・作業
面での不安が顕著になってきているという事業
所もあった。高齢化に伴い以前はできたことが
できなくなっており、工賃向上以前に、利用者
の体力や能力を保ち現状を維持することの方が
大きな課題とのことだ【Ｆ】。

２）受託作業の単価の安さ
　次に、すべての事業所で外部業者からの受託
作業を行っており、数種類の軽作業を掛け持ち
している場合が多かったが、ほとんどの事業所
でそうした受託作業の単価・収益の安さが指摘
された。単価を上げるための交渉をしている事
業所もあったが、なかなか思う通りにはいかな
いようである【Ｆ】。受託作業の単価やそれに
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でに雇用しており、Ｆ事業所では今後そうした
専門家の雇用を検討しているとのことであっ
た。このように専門家の技術指導等を活用する
ことにより、工賃を向上させようとしている事
業所もみられた。

６）行政による支援の不十分さと可能性
　インタビューでは、工賃向上計画にもとづく
対応やその成果についても質問したところ、外
部コンサルタントによる経営診断や農業等の専
門家による技術指導を受けたという事業所もあ
れば【ＣＦ】、そうした支援を受けていないと
いう事業所もあった【ＤＥＧ】。
　Ｃ事業所では、職員の意識や生産技術の面で
効果があり、これから工賃が高くなることも期
待されるとのことだったが、個別の作業ごとの
具体的な改善方法に関する情報がさらに必要で
あるとの指摘もあった。Ｆ事業所では、経営コ
ンサルタントによる助言を受けたが、一時的な
ものにとどまり成果も感じられていないとのこ
とだった。製品の販売先の拡大や販売先とのつ
ながりづくり等、具体的なフォローがほしいと
いった声もあげられた。
　Ｃ事業所とＦ事業所では、行政機関から清掃
作業を受託し、高い収益を得ることができてい
た。Ｃ事業所では随意契約にもとづき継続的に
受託できていたが、Ｆ事業所では一度は受託で
きたものの、競争入札の結果、次年度は受託で
きなかったとのことである。
　また、行政機関がスーパーマーケットや空港
等に設けた販売所で製品を売ったところ、高い
売り上げがあったことも語られた【ＦＧ】。と
はいえ、そうした販売機会も一時的なものにと
どまり、継続性がないように感じている事業所
もあった【Ｆ】。
　さらには、一律の目標を掲げて工賃を向上さ
せようとする施策への疑問も示された【ＣＧ】。
Ｂ型事業所には多様なニーズをもつ利用者がお
り、事業所によっても作業能力の高い人が多い
ところとそうでないところがある。工賃向上を
否定はしないが、実現できるかどうかには疑問
をもつとの声も聞かれた。生産量や工賃といっ

店のような原価が安く収益が高い仕事を行え
ば、工賃を上げることができるだろうが、利用
者のニーズに合わなくなり、居場所がなくなる
利用者も出てくるとの考えも語られた【Ｇ】。
また、作業の効率化や販売先の拡大など、工賃
を上げるための工夫や模索はしているが、具体
的な方策が見つからず、工賃をどのように上げ
ていくかが一番の課題とのことであった【Ｄ
Ｅ】。

４）利用者支援と工賃向上のジレンマ
　さらに、すべての事業所で、利用者を支援す
ることと、作業を遂行することや売り上げを上
げることとの狭間でジレンマに直面していた。
余裕があるときには利用者を十分に支援できる
が、忙しいときは職員も作業に追われることが
多く、利用者への支援が必ずしも十分に行き届
いていないと感じるとのことだ【ＤＥＧ】。多
様な利用者がいる事業所にとっては、利用者支
援と利益追求・工賃向上とのバランスを取るこ
とが悩ましい課題であり、両者は相反するとい
う考えも示された【ＣＤＥＦ】。

５）工賃向上のための方策
　こうした状況の中、それぞれの事業所で、工
賃を上げていくための道を模索している様子が
見受けられた。
　Ｃ事業所では、現在行っている複数の作業を
再編し、清掃や園芸など収益が高いものに絞っ
ていくことも検討していた。Ｆ事業所とＧ事業
所では、現在は外部からの受託作業を中心に
行っているが、今後は健康食品やお茶などの事
業所オリジナルの自主製品への転換を図ってい
きたいとのことであった。受託作業で工賃を上
げることはもはや限界であり、単価の安い受託
作業を減らし、自主製品を増やすしかないと考
えられていた。
　ただしその場合でも、利用者の障害特性や
ニーズを考慮して扱う製品を選ぶ必要があるこ
とや、製品の販売先を確保していくことも大き
な課題であることが指摘された【Ｇ】。また、
Ｃ事業所では取り扱っている製品の専門家をす
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上に限界を感じるとともに、利用者支援と工賃
向上の間でジレンマに陥っていることが明らか
となった。作業が立て込んでいる時期には利用
者支援が十分にできないことも指摘されてお
り、また、利用者に応じたさまざまな支援が必
要なため、工賃を上げるためのさらなる取り組
みを行うことが困難になっている様子が見られ
た。Ｂ型事業所では、利用者支援と工賃向上ど
ちらの重要性も認識しつつ、双方を同時に追求
していく難しさが実感されていることが浮き彫
りとなったといえる。そうした中、工賃向上の
ためにできる努力は既に行っているものの、さ
らなる突破口を見出すことができずにいると考
えられる。
　工賃向上をめざす今後の施策においては、ま
ずは個々のＢ型事業所や利用者の置かれている
状況を精査することが必要といえる。そして、
それに応じた現実的な目標を設定するととも
に、利用者・職員にとって無理のない形で目標
を達成する方法を具体的かつ継続的に相談・提
案していくことが求められる。

２．工賃向上を促進する要因

　一方、こうした悪循環やジレンマの中で、工
賃を上げる可能性のある要因も見出された。ま
ず、複数のＢ型事業所で行政から清掃作業を受
託し収益が高くなっていたことがあげられる。
行政からの受託作業だから収益が高くなるの
か、清掃作業だから収益が高いのかは今後の分
析が待たれるが、行政からの受託作業の収益が
高いのであれば作業内容を問わず行政から積極
的にＢ型事業所へ発注すること、清掃作業の収
益が高いのであれば行政・民間を問わず収益が
高い作業を発注することで、工賃向上につなが
ると考えられる。利用者にとって直ちに作業内
容を大きく変えることは難しいかもしれない
が、多様な支援ニーズをもつ知的障害者も多い
事業所で受託し高い収益が得られていたことか
ら、他の多くの事業所・利用者にとっても可能
性があるのではないだろうか。ただし今回の調
査では、一度は受託できたものの次年度はでき
なかった事業所もあったため、そうした作業が

た「数字に表れない部分に利用者の状況があ
る」のだという。そうした個々の利用者や事業
所の状況を見極めたうえで、目標設定や支援を
してほしいとのことであった。

Ⅳ．考察

１．工賃向上を阻害する要因

　分析の結果、インタビューを行った５か所の
Ｂ型事業所では、利用者の支援ニーズが増加・
多様化しており、個々の利用者のニーズに合っ
た作業や支援を提供することが重要となってい
ることがわかった。行動面・生活面・関係面で
課題をもつ利用者が増加しており、利用者にこ
れ以上負担をかけることもできない状況にあっ
た。Ｂ型事業所にとっての内的要因として、支
援ニーズの増加・多様化により作業量を増やせ
ない状況が生じ、工賃向上が難しくなっている
と考えられる。
　また、５か所の事業所すべてで数種類の受託
作業を外部から請け負っていたが、作業は利用
者に合っているものの、それらの単価が安いこ
とが指摘されていた。それでも、利用者に合っ
た作業を提供するために、単価が安い作業を引
き受けざるをえない構図になっていると考えら
れる。このように、受託作業の単価の安さが外
的要因として影響し、複数の受託作業を掛け持
ちしても工賃が上がらない状況が生じていると
いえる。
　これらの内的要因と外的要因が重なり合い、
今以上に工賃を上げることが困難な状況に至っ
ていると考えられる。それぞれの事業所で、作
業方法の工夫や販路の確保など工賃を上げるた
めの取り組みをしているものの、職員の努力だ
けではどうにもならない様子が見受けられた。
工賃を上げようとして単価の高い作業を受託し
たり、収益性の高い作業への転換を図れば、利
用者のニーズに合わなくなってしまうことが懸
念される。
　さらには、利用者の支援ニーズの増加・多様
化および受託作業の単価の安さによって悪循環
が引き起こされる結果、Ｂ型事業所では工賃向
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う。また、行政からの支援が単発的であると感
じられていたことから、経営コンサルタントや
専門家の派遣頻度を増やす等により、継続的に
相談したり経過をモニタリングしたりできる仕
組みをつくることが必要と考えられる。さらに
は、調査結果から個々の事業所・利用者の状況
に即した支援の必要性が指摘されたことをふま
えると、経営や品質、作業効率の専門性に加え
て利用者支援の専門性を合わせ持ち、双方を関
連づけた助言や提案ができる人材の育成・派遣
が望まれる。
　一方で、経営コンサルタントや専門家による
支援は、農業や自主製品など一部の分野には効
果的だろうが、外部からの受託作業を中心とし
ている事業所には合わないのではないかと思わ
れる。農業や自主製品であれば、そうした支援
を利用して品質の向上や作業の効率化を図った
り、売れる製品を開発したりすることで工賃を
高めることが可能となるが、外部からの受託作
業の場合は、単価が高くならない限り工賃を上
げることは難しいと考えられるからである。作
業効率や品質を高めれば多少は工賃が上がるか
もしれないが、それにも限界があるだろう。全
国には、今回調査を行った事業所と同様に、単
価の安い受託作業をいくつも掛け持ちしている
事業所も数多くあると推察される。だとすれ
ば、外部業者からの受託作業によって工賃を向
上させるための方策についても検討する必要が
あるといえる。Ｂ型事業所に支援を提供するだ
けでなく、作業を発注する側に単価を上げるた
めの働きかけを行うことや、Ｂ型事業所等の障
害者施設に発注する業者に助成や税制上の優遇
を行うことが有効と考えられる。さらには、単
価が不当に安くならないように管理や規制を行
うことも必要となってくるかもしれない。
　また、優先調達法が施行されてしばらく経つ
が、本研究の調査では、この法律により発注・
購入が増えたといった声はまだ聞かれなかっ
た。優先調達法に関する基本方針では、「随意
契約を活用する場合には、障害者就労施設等か
らの調達の推進に配慮するよう努めること」が
求められている（厚生労働省 2013）。本研究に

Ｂ型事業所に継続的に発注される仕組みが必要
といえる。
　次に、事業所オリジナルの自主製品を製造・
販売することで工賃を上げることができる可能
性も見出された。本研究では２か所の事業所
で、単価の安い受託作業に替えて、自主製品へ
の転換を図ることが検討されていた。ただしそ
の場合には、利用者に合った製品を選んだり、
どの利用者でも作業に携われるよう作業方法を
工夫することが必要となる。また、販売先の確
保が課題となることも指摘された。販売先の確
保・拡大については、２つの事業所において、
行政が設けた販売所で高い売り上げを得ること
ができていた一方で、そうした販売機会が一時
的である点も課題とされていた。これらのこと
から、各事業所のどのような利用者でも作業に
参加しやすく、かつ高い売り上げが期待できる
ような製品の開発を支援していくこと、および
その製品を継続的に販売できる機会や仕組みを
整備することが必要といえる。それらをＢ型事
業所の取り組みに委ねるのではなく、行政その
他の機関が継続的に支援していくことが求めら
れる。

３．工賃向上計画および優先調達法の可能性と

課題

　これまでの分析・考察をふまえ、最後に工賃
向上計画および優先調達法の可能性と課題につ
いて検討してみたい。
　本研究の調査では、工賃倍増計画・工賃向上
計画にもとづき行政による支援を受けた事業所
と、特に受けていない事業所があった。行政か
らの支援を活用した事業所の中にも、その成果
を実感している事業所とそうでない事業所がみ
られた。本研究では成果があった部分と成果が
感じられなかった部分の詳しい分析まではでき
なかったが、Ｃ事業所のように、すでに行って
いる作業についての、現在の利用者・職員にとっ
て可能な範囲での改善・工夫であれば取り組み
やすいことが予想される。一方、事業所の利用
者や職員体制では実施できないような提案で
は、事業所側も受け入れることが難しいだろ
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として期待されよう。

Ⅴ．本研究の成果と課題

　本研究ではＡ県内５か所のＢ型事業所に対す
るインタビュー調査を行い、それぞれの事業所
がどのような状況に置かれどのような課題に直
面しているのかを分析するとともに、今後求め
られる支援や仕組みについて考察した。
　Ｂ型事業所の工賃向上を阻む内的要因として
利用者の支援ニーズの増加・多様化が、外的要
因として受託作業の単価の安さが抽出された。
これらの要因が悪循環をもたらし工賃向上が限
界に達している状況や、利用者への支援と工賃
向上の狭間で職員がジレンマに陥っている状況
も描出された。本研究を通して、従来の施策の
方向性とＢ型事業所の実情との間のずれが改め
て確認されるとともに、行政による支援がどの
部分で不十分であるのかが指摘され、現行の工
賃向上計画や優先調達法からさらに踏み込んだ
方策を講じることの必要性が示されたといえ
る。
　これまで国全体として工賃向上をめざし取り
組みが展開されてきたものの、今回の調査で
は、先行研究で指摘されてきた課題が依然とし
て改善されていないことが明らかとなった。本
研究では、全国の中でも平均工賃の高いＡ県で
調査を行ったが、そうした地域においても知的
障害のある利用者が多いＢ型事業所では、先行
研究で指摘されてきたのと同様の課題に直面し
ていた。このことから、工賃の低い地域やＢ型
事業所に限らず、全国の多くのＢ型事業所でも
同様の状況に陥っていることが容易に想像でき
る。各都道府県の平均工賃が上がったとして
も、一部のＢ型事業所で工賃向上に成功したに
過ぎない可能性もあり、多様なニーズをもつ利
用者が多いＢ型事業所では、工賃が低いまま取
り残されることにもなりかねない。
　それに対し本研究では、そうしたＢ型事業所
で工賃を向上させるためにはどのような支援や
施策が必要なのか、調査結果にもとづき具体的
に検討した。今後は、個々の事業所や利用者の

おいてＣ事業所では、随意契約にもとづき行政
機関から清掃作業を継続的に受託しているとの
ことだったが、優先調達法に従って行政機関が
優先的に発注しているかどうかは不明であっ
た。その一方で、Ｆ事業所のように行政機関か
ら継続して作業を受託できていない例もあり、
まずは行政機関からより多くの事業所に対し安
定的に作業が発注されることが必要といえる。
　加えて、行政機関や民間業者からＢ型事業所
への発注を増やしていくことは必要ではある
が、単価の安い作業の発注ばかりが増えても意
味がない。本研究の調査では、Ｂ型事業所では
これ以上作業を増やすのは困難だということが
描出された。単に作業の発注量が増えればよい
というのではなく、単価の高い作業が発注され
ることこそが、工賃向上のためには重要であ
り、先述したような単価を上げるための働きか
けや規制など、発注の質を高めるための取り組
みが求められる。優先調達法に関する基本方針
では、「予定価格は取引の実例価格等を考慮し
て適正に設定すること」が求められている（厚
生労働省 2013）。経費削減が重視される中、官
公需だけでなく民間業者からの発注について
も、単価が適正なのかを見極めるとともに、Ｂ
型事業所ができるだけ高い単価で作業を受託で
きるよう管理していく仕組みも必要といえる。
　近年、優先調達法をもとに、複数の障害者就
労施設が共同で公的機関からの受注を仲介する
「共同受注窓口」の設置が進められている。共
同受注窓口に関する先行研究では、障害者就労
施設が提供する製品やサービス、公的機関の需
要についての情報が不足していることや、製
品・サービスの質を確保することなどが課題と
されており、それらの情報提供や品質管理を行
うことが共同受注窓口に期待されている（朝日 
2013：11）。Ｂ型事業所の工賃を今以上に高め
ていくためには、Ｂ型事業所側の情報や品質に
かんする取り組みだけでは不十分であり、単価
の高い発注をＢ型事業所に紹介したり、単価を
上げるための働きかけを行政機関や民間業者へ
行うことも重要といえる。そうした発注の質を
高めるための取り組みも、共同受注窓口の役割
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An Study on Factors That Have Hindered Increasing Wages and 
Measures to Raise Wages in Type-B Continuous Working Support 
Institutions for Persons with Disabilities: Interview Surveys with 

Five Institutions Reveal the Situation and Issues

Masayo TOHYAMA

−Abstract−
　Over a period of time, the low wages of support work for persons with disabilities has been 
problematic. Solutions have included plans to double wages and improve wages, but wages have risen 
only slightly. In this study, I conducted an interview survey with five type-B continuous working 
support institutions for persons with disabilities in Prefecture A. In addition to analyzing the context 
and factors that have hindered increasing wages, I also examined necessary support and systems for 
moving forward. 
　Results revealed a vicious circle, wherein users’ support needs were both increasing and 
diversifying, yet the profits by works undertaking from private enterprises are little, thereby making 
it difficult to raise wages any further. In addition, service workers in these institutions experienced 
difficulty in balancing support for users and improving users’ wages. Nevertheless, I identified 
possible government support and new factors to improve wages. Moving forward, continuous support 
and advice based on individual institutions and user circumstances, along with working on the client 
side, will be necessary.

Key words：Type-B continuous working support institutions for persons with disabilities, Wages, 
Plan to improve wages, Interview surveys
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